
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

第 ３ 期 中 期 目 標
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平成２５年 ２月２８日

（変更）平成２６年１２月１０日

（変更）平成２７年 ８月 ７日

（変更）平成２７年１１月 ２日

（変更）平成２８年１２月１９日

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 第３期中期目標

国土交通大臣は、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２９条第

、 （ 「 」１項の規定に基づき 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 以下 機構

という ）が達成すべき業務運営に関する目標（以下「中期目標」という ）を定。 。

める。

はじめに

機構は、鉄道の建設等に関する業務及び鉄道事業者、海上運送事業者等による運

輸施設の整備を促進するための助成その他の支援に関する業務を総合的かつ効率的

に行うことにより、輸送に対する国民の需要の高度化、多様化等に的確に対応した

大量輸送機関を基幹とする輸送体系の確立等を図り、国民経済の健全な発展と国民

生活の向上に寄与することを目的とする独立行政法人である。

第３期の中期目標期間においては、引き続き、独立行政法人の趣旨を十分に踏ま

えつつ、特に効率性及び透明性がさらに高まるように留意しながら本中期目標に基

づいて適正かつ弾力的な運営を確保するものとする。

１．中期目標の期間

平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日までの５年間とする。

２．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

各業務について、関係機関と十分な連携を図りながら、以下の通り各業務を遂行

する。

(1) 鉄道建設等業務

機構は、公的資金による鉄道建設事業を行っており、これを実現するため、調査

・計画の作成から地方公共団体等関係機関との円滑な協議・調整、用地取得交渉、

各種構造物の設計・施工までの業務を一貫して実施するなど、鉄道建設業務に関す

る総合的なマネジメントを行える我が国唯一の公的な整備主体である。このため、

良質な鉄道を経済的に安全にかつ所定の工期どおりに建設することが重要な目的で
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あるとの認識に基づき、これらの実施に当たっては、環境保全、都市計画との整合

等鉄道建設に関わる課題へ適切に対応するとともに、技術力の向上、技術開発の推

進と公表、鉄道建設に係る総合的なコスト構造改善、工事関係事故防止に係る啓発

活動を通じた鉄道建設の業務の質の確保を図りつつ、新幹線の建設、都市鉄道利便

増進事業、民鉄線及び受託事業等における所要の業務を推進する。

①工事完成予定時期を踏まえた事業の着実な進捗

、 、新幹線の建設や都市鉄道利便増進事業等について 工事完成予定時期を踏まえ

着実な進捗を図る。また、新幹線の建設に係る進捗状況について、公表する。

②鉄道建設業務に関する技術力を活用した受託業務等の支援

機構が有する鉄道分野の技術力、調査能力を広く総合的に活用した鉄道建設に

係る受託業務等及び地域鉄道事業者等への技術支援等を実施する。また、受託工

事について、工事完成予定時期を踏まえ、着実な進捗を図る。なお、機構の支援

が真に必要な場合のみに実施することを担保するために第三者委員会において策

定した具体的な基準を適切に運用するとともに、受託工事に係るコスト縮減の状

況等について検証を行い、その結果について公表する。

③鉄道建設に係る業務の質の向上に向けた取組み

鉄道建設に係る業務について、経済性を確保しながら品質の維持・一層の向上

を図るとともに、安全にかつ工期どおりに建設するため、以下の取組みを推進す

る。

まず、施工管理の徹底や職員の技術力向上のための取組み等を通じて、経済性

を確保しながら品質の維持・一層の向上を図る。

また、良質な鉄道を経済的に安全にかつ工期どおりに建設する能力を高める観

点から、一層高度な技術の開発を推進するとともに、その成果について積極的な

広報及び効果的な活用に努める。

さらに、鉄道建設コストについて、建設後の安全性確保を前提として、国の公

共事業コスト構造改善の趣旨を踏まえて実施しているコスト縮減策の効果を検証

した上で、一層の縮減に努めるとともに、その取組み・効果をホームページ等国

民に分かりやすい形で公表する。

また、鉄道建設工事に当たっては、工事の安全性の維持・向上を目指し、工事

発注機関として、毎年度具体的な重点実施項目を定め、受注者に対して指導等を

図ることにより、工事関係事故防止に係る啓発活動を推進する。

④我が国鉄道技術の海外展開に向けた取組み

我が国は鉄道分野について世界に誇れる高い技術力を有しており、唯一の新幹

線建設主体である機構が有する同分野の技術力を広く総合的に活用し、国土交

通省の関連施策との連携を図りながら、海外の鉄道関係者に対する支援を積極
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的に推進するとともに、我が国の鉄道システムの海外展開（コンサルティン

グ機能強化を含む）に向けた国、関係団体等による取組みに対して、機構の技

術力や知見を活用できる範囲で協力を行う。

⑤鉄道施設の貸付・譲渡の業務等

鉄道施設に係る貸付料及び譲渡代金による調達資金の確実な回収に当たって

は、毎年度回収計画を策定し、確実な回収を図る。

さらに、並行在来線への支援のため、特例業務勘定から建設勘定への繰入れに

より、日本貨物鉄道株式会社に対して貨物調整金を交付する。

(2) 鉄道助成業務

機構では、交通インフラ・ネットワークの機能拡充・強化に資するため、整備新

幹線、都市鉄道・主要幹線鉄道等、鉄道技術開発及び鉄道の安全・防災対策に対す

る補助等による支援及び新幹線譲渡代金、無利子貸付資金等の回収を適正かつ効率

的に実施する。

①確実な処理・適正かつ効率的な執行

鉄道関係業務の資金の移動（勘定間繰入・繰戻）及び補助金交付について、第

三者委員会の助言等も活用しながら、法令その他による基準に基づき確実に処理

するとともに、標準処理期間内に適正かつ効率的に執行する。

②助成制度に関する情報提供等の推進

鉄道事業者等による各種助成制度の効果的な活用を支援するため、情報提供や

周知活動を積極的に推進する。

③債権の確実な回収等

新幹線譲渡代金、無利子貸付資金等について、確実な回収を図るとともに、既

設四新幹線に係る債務等について、約定等に沿った償還を行う。

(3) 中央新幹線建設資金貸付等業務

平成２８年８月２日に閣議決定された 「未来への投資を実現する経済対策」等、

も踏まえ、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成１４年法律第１

８０号）附則第１１条第１項第４号の規定に基づき、中央新幹線の速やかな建設を

図るため、財政融資資金を借り入れ、中央新幹線に係る全国新幹線鉄道整備法（昭

和４５年法律第７１号）第６条第１項に規定する建設主体に対し、当該建設に要す

る費用に充てる資金の一部を貸し付ける。

本業務を行うに当たっては、貸付けを行った事業の進捗状況、建設主体の財務状

況等を把握しつつ、貸付利息の確実な回収を図る。
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(4) 船舶共有建造等業務

内航海運は、我が国経済に不可欠の役割を果たしており、環境負荷や効率性にも

優れる。他方で、中小事業者が多数を占める内航海運事業者の輸送効率や運航コス

トを向上させ、経営基盤を強化する必要がある。そのため、機構の船舶共有建造業

務を通じ、国内海運政策の実現に寄与する船舶への代替建造を推進しつつ、船舶の

老朽化へも対処する。

①船舶共有建造業務を通じた政策効果のより高い船舶の代替建造促進

代替建造の促進については、今後の国内海運政策の実現に寄与するために必要

となる措置について検討し実施する。

また、代替建造の促進のため、機構が共有建造制度を実施するに当たっては、

環境対策、物流の効率化、少子高齢化対策や離島航路の整備対策等の国内海運政

策の実現に寄与するため、政策意義の高い船舶の建造を推進することとし、特に

物流効率化、環境負荷低減等に資するため、スーパーエコシップ、16％ＣＯ２排

出削減船等の環境にやさしい船舶の建造に重点化する。

その際は、船舶共有建造業務の財務改善に必要な事業量を確保しつつ、民業圧

迫にならないよう配慮する。

②船舶建造等における技術支援

船舶の計画、設計、建造、就航後の各段階での効果的な技術支援を実施し、よ

り良質な船舶を提供するため、技術支援に係るノウハウの形成、蓄積を図り技術

力の向上を目指す。

③高度船舶技術の実用化の促進

内航船舶の効率的な運航に資するため、募集テーマを環境負荷低減等の政策目

的に沿ったものとし、実用化された場合の波及効果を踏まえた助成を行うことに

より、高度船舶技術の実用化の促進を図る。

また、助成対象事業の選考・評価等に際し、客観性、透明性を確保するため、

外部有識者による事業計画及び実施結果の評価を行うとともに、助成先等を公表

する。

なお、当該業務は平成２７年度末をもって終了する。

④船舶共有建造業務における財務内容の改善

船舶共有建造業務については 「内航海運効率化のための鉄道建設・運輸施設、

整備支援機構船舶勘定見直し方針 （平成１６年１２月２０日国土交通省及び鉄」

道建設・運輸施設整備支援機構）に基づく、平成１７年度から２１年度までの重

点集中改革期間における未収金の発生防止、債権管理及び回収の強化等の取組み

を引き続き行い、財務内容の一層の改善を進める。
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平成２８年度までのできる限り早い時期に、未収金の回収、未収金残高に相当

する引当金の計上等をすることにより第１期中期目標に掲げた未収金の処理を終

了する。その後も引き続き、船舶共有建造業務の実施に当たり、未収金の発生防

止・回収促進等を図るための措置を講ずることにより、中期目標期間における未

収発生率を１．３％以下、当該期間終了時に未収金残高を３１億円以下とする。

また、適正な事業金利の設定及び政策課題の実行等に留意しつつ財務改善策を

一層推進する。このため、繰越欠損金の発生要因等を分析した上で、その解消に

向けた具体的な中期目標期間中の削減計画を策定することにより、その縮減を図

る。

さらに、海事勘定における財務改善の状況については、特に、繰越欠損金につ

いて、事業年度ごとにその要因を含めホームページ等において国民にわかりやす

く公表する。

(5) 地域公共交通出資等業務

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）第２９

条の２の規定に基づき、認定軌道運送高度化事業等の実施に必要な資金の出資及び

貸付け（以下「出資等」という ）を行う。。

本業務を行うに当たっては、国土交通大臣の認可を受けた業務基準に従い、出資

等を行うか否かの決定に際し、当該リスクを適切に評価し、中長期的な収益性が見

込まれること等を確認する。

また、出資等を行った事業の進捗状況を適切に把握・評価しつつ、出資等資金の

効率的使用及び適切な回収を図る。

これらにより、出資等資金の毀損ゼロを目指す。

(6) 特例業務（国鉄清算業務）

①年金費用等の支払及び資産処分の円滑な実施等

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律（平成１０年法律第１３

６号 （以下「債務等処理法」という ）第１３条の規定に基づき、旧国鉄職員） 。

の年金の給付に要する費用等について、適切な資金管理を行いつつ、円滑かつ確

実に支払を実施する。

また、土地処分については、都市計画事業の工程等によりやむを得ず処分でき

ていない限られた物件を除き、終了しているところであるが、残存の土地につい

ても、適切かつ早期に処分を図る。

九州旅客鉄道株式会社の株式については、株式市場の状況、経済の動向、経済

財政政策との整合性等にも留意しつつ、平成２８年度を目途に適切に処分する。

なお、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式

会社（以下「旅客鉄道株式会社等」という ）の株式については、各社の今後の。

経営状況の推移等を見極めつつ、適切な処分方法の検討等を行う。
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②旅客鉄道株式会社等の経営自立のための措置等

機構の特例業務勘定における利益剰余金等の取扱いに関する関係三大臣合意

（平成２２年１２月２１日。以下「関係三大臣合意」という ）及び「北海道旅。

客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社の安全対策に対する追加的支援措置に

ついて （平成２７年６月３０日国鉄事第７５号）並びに債務等処理法附則第４」

条及び第５条の規定に基づき、旅客鉄道株式会社等（旅客鉄道株式会社及び日本

（ ）貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律 平成２７年法律第３６号

の施行前は、旅客鉄道株式会社等に九州旅客鉄道株式会社を含む ）に対し、老。

朽化した鉄道施設等の更新その他会社の経営基盤の強化に必要な鉄道施設等の整

備に必要な資金に充てるための無利子の資金の貸付け又は助成金の交付等（以下

「貸付け等」という ）を適切に実施する。また、貸付け等に当たっては、適切。

な資金管理を行いつつ、法令その他の基準を遵守し、誤処理なく適正にかつ効率

的に実施する。

なお、関係三大臣合意並びに同法附則第６条の規定に基づき、並行在来線の支

援のため、特例業務勘定から建設勘定への繰入れを適切に実施するものとする。

３．業務運営の効率化に関する事項

(1) 組織の見直し

組織については、業務の質的・量的な変化に常に的確に対応できる効率的かつ機

動的な体制となるよう見直しを行いながら、適切に運営する。

なお、国鉄清算事業西日本支社吹田事務所については、吹田貨物ターミナル駅開

業後、残業務の状況を見極めた上で、中期目標期間中に廃止する。

(2) 経費・事業費の削減

業務運営に当たっては法人の自主性、自律性をもって業務を遂行するとともに、

法人の不断の経営努力により、効率性の高い業務運営を図る。

一般管理費（特殊要因により増減する経費を除く ）については、中期目標期間。

の最終年度（平成２９年度）において、前中期目標期間の最終年度(平成２４年度)

比で１５％程度に相当する額を削減する。

また、給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含め

役職員給与の在り方について厳しく検証した上で、目標水準・目標期限を設定し

てその適正化に計画的に取り組むとともに、その検証結果及び取組状況を公表す

る。

なお、総人件費についても、政府における総人件費削減の取組みを踏まえ、厳し

く見直す。

さらに、事業費（特殊要因により増減する経費を除く ）については、中期目標。

期間の最終年度（平成２９年度）において、前中期目標期間の最終年度（平成２４
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年度）比で５％程度に相当する額を削減する。

上記に加え、内航海運活性化融資業務については、機構の資金調達額及び日本内

航海運組合総連合会（以下「内航総連」という ）への貸付額は年々漸減していく。

ことから、貸付金の規模も踏まえつつ業務運営の効率化を図り、同融資業務に係る

職員、契約職員及び経費の削減を行うものとする。

(3) 調達等合理化の推進

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について （平成２７年５月」

） 、 、２５日総務大臣決定 に基づく取組みを着実に実施し 事務・事業の特性を踏まえ

ＰＤＣＡサイクルにより、公平性・透明性を確保しつつ、自律的かつ継続的に調達

等の合理化を推進する。

(4) 資産の有効活用

宿舎等の保有資産について、効率的な活用を図るとともに、利用実態等に照らし

て適切な場合には処分を行う。

４．財務内容の改善に関する事項

(1) 資金調達

毎年度の資金計画を策定するとともに、計画的な債券発行等を通じて、資金調達

コストの抑制を図る。

(2) 貸付金の回収

貸付金について回収計画を策定し、確実な回収を図るとともに、内航海運活性化

融資業務による融資を受けて内航総連が実施している内航海運暫定措置事業につい

ては、廃止の方針が決定しており、国が将来の輸送量、船腹量の推計に基づき策定

・公表する資金管理計画を基に、内航海運活性化融資業務において調達する借入金

が前年度以下となるように貸付金の回収を適切に行う。

(3) 運営費交付金

毎年の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状況にも

留意した上で、厳格に行う。

５．その他業務運営に関する重要事項

機構の業務の適切な実施のための取組み
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①内部統制の充実・強化

「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備 （平成２６年１」

１月２８日総務省行政管理局長通知）に基づき、業務方法書に定めた事項を確実

に実施する。

特に、北陸新幹線融雪・消雪基地機械設備工事の入札における情報漏えい事案

等の反省に立ち、国の動向や他の独立行政法人の取組みも参考にし、コンプライ

アンス体制やガバナンスの強化、入札・契約監視機能の強化、入札契約手続きの

見直し、情報管理の徹底等を行い、入札談合等関与行為等の再発防止に徹底的に

取組むとともに、業務の適正を確保するための体制を整備する。

、 、 、また 法人の長のリーダーシップのもと 内部統制の取組みについて実態把握

継続的な分析、必要な見直しを行う。

②情報セキュリティ対策の推進

政府の方針に基づき、法人が保有する情報システムに対するサイバー攻撃への

防御能力強化、攻撃に対する組織的対応能力の強化等の適切な情報セキュリティ

対策を推進する。

③情報公開の推進

業務全般、独立行政法人会計基準等に従って作成した財務情報等について広く

情報公開を推進するとともに、外部の知見の積極的な活用を図り、業務運営の透

明性を確保する。

④環境への配慮

業務の実施に当たっては、環境の保全について配慮するとともに、自然環境保

全対策、地球温暖化対策等に努める。


